
令和2年3月現在

①対応済の案件

年 月 質問要旨 答弁要旨 所管課

28 12

　消防団活動の支援の輪
を広げる機能別消防団員
を設置し、消防団活動を
更に強化しないか。

　機能別消防団について
は、町消防団幹部会議にお
いて、議論を始められたと
ころです。今後、すでに機
能別消防団を設置している
自治体の状況や町消防団幹
部会議での検討結果を踏ま
えながら進めてまいりま
す。

対
応
済

町消防団幹部会議に
おいて、機能別消防団
員 の 確 保 や 構 成 、 機
能、任用基準などの具
体的な方策について検
討をこれまで続けてき
た。また、今年１月３
１日には消防団幹部と
町議会（総務常任委員
会）との意見交換会を
初めて開催し、改めて
各分団における団員確
保や活動実績のない団
員の増加等の課題につ
いて話し合われた。こ
れまでの検討結果を踏
ま え 、 先 ず は 現 状 に
合った消防団員定数の
見直しを先に進め、各
分団の実情に合った具
体的な定数案をまとめ
定員数を見直すことと
し、機能別消防団の導
入については定数見直
し後の消防団の活動状
況を見て必要に応じた
検討を行うこととした
い。

総務課

29 3

大津町における公共交通
網の現状とあり方につい
ては、平成２８年３月策
定の大津町地域交通網形
成計画において分析さ
れ、個別計画策定が平成
２９年度になされる予定
になっている。
　公共交通を福祉の観点
から捉えれば、高齢者に
外出の動機付けをするこ
とや健康づくりにつなげ
る取り組みが必要であ
る。

部課を超えた総合的な体制
づくりとして、公共交通会
議における専門部会の設置
を検討したい。
　高齢者で免許証を自主返
納された方への対応策につ
いても検討したい。

対
応
済

総合政策課

対応方針・進捗状況

 地域公共交通網形成計
画に基づき、地域公共
交通会議やその事業者
部会で協議しながら、
町内バス路線や、乗合
タクシーの見直しを進
めている。
　令和２年４月より乗
合タクシー利用対象地
区の拡大（北部、南部
地区の全域化及び大津
東区への導入）を予定
している。これにより
高齢者に対する公共交
通の利便性は向上され
るところ。町中部につ
いては、既存のバス路
線や外出支援タクシー
によりサポートを行い
つつ、巡回バス（タク
シー）等の検討を継続
していきたい。

議会一般質問への対応状況



29 12

　生涯学習センター、公
民館（中央公民館）、町
民集会所（文化ホー
ル）、町民交流施設
（オークスプラザ）、条
例での名称は非常にわか
りにくい。条例改正、ま
たは、通称でわかりやす
く統一したらどうか。

　施設の名称は、条例上の
正式名称や呼称として使用
している名称などがありま
す。
現在管理している公共施設
で、複数の名称で使用され
ている施設の名称について
は、わかりやすい呼称に統
一する方向で検討します。

対
応
済

町の公共施設全体の名
称（通称）の取り扱い
を統一することについ
て 、 関 係 各 課 で 協 議
し、政策会議、課長会
議、庁議で検討を進め
てきたが、各施設ごと
に正式名称と通称を含
めた今後の名称につい
て最終的な取り決めを
行い４月から運用を開
始する予定である。
なお、これに伴い町民
に名称が浸透している
「 文 化 ホ ー ル 」 と
「オークスプラザ」に
ついては通称を定めた
条例改正案を令和２年
３月定例会に提出予定
である。

生涯学習課

元 12

復興基金の活用をどう考
えるか。熊本地震一部損
壊修理費への援助など。
り災証明で半壊の判定に
なると住宅の応急修理に
より５７万６千円の修理
費が出るが、半壊の判定
が出ているのに応急修理
の申請をしていない世帯
はどれくらいあるか。そ
ういった調査をされたこ
とはないのか。

被災者の状況に応じて個別
にいろいろ事情は聞いてい
るが、り災証明の半壊世帯
と住宅の応急修理の実施世
帯について、合致するかど
うかの確認はできていな
い。そこはやる必要がある
と考えている。

対
応
済

半壊世帯1205世帯
中、応急修理の実施世
帯が711件、半壊判定
により解体された世帯
が311件である。
残り183世帯は、応急
仮設住宅に入居された
世帯や、被災時2世帯同
居で２つの半壊判定を
受けたが応急修理は一
戸分となる世帯、借家
等のため応急修理対象
外となった世帯など、
その理由が判明してい
る世帯が132世帯であ
り、残りは51世帯と
なっている。
応急修理を受けられな
かった理由について、
正確な数字自体は把握
できていないが、応急
修理申請前に修理・支
払い済みであり対象外
となった世帯や、自分
で修理されたため対象
外となった世帯、全体
的な被害に対して応急
修理による部分的な修
理をされなかった世
帯、修理をせずに家族
の別住居や民間賃貸物
件に転居して再建され
た世帯などがあると思
われる。

福祉課

都市計画課



②対応中、対応方針を決定した案件

年 月 質問要旨 答弁要旨 所管課

元 9

　地域性を考慮した総合
的な（流域治水）治水対
策の取り組みについて、
大津北小学校近くの平川
に堆積土砂があり流下能
力が低下しているのでは
ないか。撤去を検討する
べきではないか。

　平川の堆積土砂の撤去に
ついては早急に検討し、現
地を確認して、県との協議
を進めていきたい。

対
応
中

 平川の根固め工事とそ
の付近の浚渫を施工中
である（工事は３月中
旬までに終了予定）。

建設課

元 9

　軽度認知障害（ＭＣ
Ｉ）への「選択と集中」
による啓発を徹底し、さ
らに診断・治療に至る実
効策として検査・受診へ
のインセンティブ
（チェックシート返送者
への地域振興券発行等）
の付与をすることで早期
発見から治療へ確実に繋
げる考えはないか。

　認知症ケアパスについて
は、今年度改訂作業を行
い、来年度印刷し、住民へ
の周知を行いたい。また、
インセンティブ（意欲向上
のための刺激策）について
は、まずは「水水（元気大
津づくり活動）」のポイン
トを考えていきたい。

対
応
中

・認知症ケアパスにつ
いては、現在改定作業
中。
・介護予防健診におけ
る「水水」ポイントの
導入・運用を令和2年1
月の65歳介護予防健診
から試行運用開始。

「 水 水 」 申 請
者・・・1月→10人、
2月→8人
・75歳以上の介護保険
未認定者に対して送付
す る 「 チ ェ ッ ク リ ス
ト」において、MCIの自
己チェック（10項目）
ができるチェック票を
新たに作成し、チェッ
クリストとともに送付
済（裏面印刷）。現時
点でシステム入力まで
完 了 し た た め 、 複 数
チェックがつく人に対
し、今後、戸別訪問に
てアプローチ予定。

介護保険課

対応方針・進捗状況



元 12

　私達の住む、地球全体
で地球温暖化が進んでい
るのが現実である。日本
もその影響で亜熱帯化に
なりつつあり、毎年、台
風や豪雨の被害で甚大な
被害が起きているが、我
が大津町でも対策が必要
と思う。町内のハザード
マップの見直しが必要で
はないか。

　各世帯に配布しているハ
ザードマップについて浸水
地域に該当している地域の
方への説明・周知ととも
に、早期にハザードマップ
の見直しを行いたいと考え
ている。

対
応
中

水防法に基づき洪水
に対する浸水想定区域
を示した「洪水土砂災
害ハザードマップ」を
平成３０年に作成して
全世帯に配布している
が、昨年、白川の浸水
想定区域に関して、こ
れ ま で の 計 画 規 模
（100年から200年に
１度発生する洪水を想
定）から想定最大浸水
規模（1000年に1度発
生する洪水を想定）の
浸水想定区域図が発表
されたため、令和２年
の梅雨時期前までに、
これに対応したハザー
ドマップ改訂版を作成
し、浸水地域に該当す
る白川流域地域住民の
方に説明・周知を行う
とともに、各世帯への
配布を計画している。

総務課

元 12

人生１００年時代を迎え
て定年した元気な高齢者
が増えている。そうした
方々にとっても生涯学習
やボランティア、運動を
通した学びや楽しみ、さ
らに交流や外出は、暮ら
しの一層の充実や健康に
繋がるものである。
生涯学習講座等の”場”
の更なる充実を（メ
ニュー、時間、場所）。

・（現状の講座開設では）
若い方が参加できない部分
等があるので、そういうと
ころも踏まえて、できるだ
け夕方の時間や休日を含め
て前向きに検討したい。ま
た、講師の募集について
は、広報誌あたりを通じて
させていただきたい。

対
応
中

公民館自主講座は、本
年度は９２講座開講し
ている（２月開講分ま
で ） 。 受 講 者
が参加しやすいように
と議員がご指摘された
日中の時間（８：３０
～１７：１５）以外に
開講した講座は、夜間
１ ９ 講 座 （ ２ ０ ．
６％）、休日１８講座
（１９．６％）の計３
７講座（４０．２％）
となっている。また、
生涯学習センター以外
の場所で開講した２５
講座を含めると６２講
座（６７．４％）とな
り、受講生に配慮した
開設状況になっている
と思われるが、今後も
町民のニーズに十分に
応えられるよう取り組
んでいきたい。
また、講師の確保につ
いては、３月生涯学習
情報誌に募集記事を掲
載し、講師を幅広い分
野から集められるよう
呼びかけを行う予定で
ある。

生涯学習課



元 12

　消火栓と消火ホース格
納箱、防火水槽等の確認
状況の把握はどうしてい
るのか。

　消防団による点検（確
認）方法について、消防団
幹部会議等でその点検方法
や点検の間隔、記録等の
フォーマット化や統一化を
進めていきたい。

対
応
中

消防団幹部会議等に
おいて、各分団による
消 火 栓 、 防 火 水 槽 、
ホース格納庫等の消防
施設の点検方法や点検
記録の様式など、町消
防団として統一した点
検要領などについて検
討を行い、令和２年度
からの運用ができるよ
うに進めているところ
である。

総務課

元 12

　大津町ゆかりの身近な
選手を大津町として盛り
上げようと応援すること
が若者の人材育成につな
がると思うが、町、教育
委員会としてはどう考え
るか。

　多くの大津町ゆかりの
方々の活躍は、全国や世界
に向けた大津町のＰＲにも
なり、
町の経済財政等においても
しっかりと貢献しておられ
ると思っている。現在、肥
後おおづスポーツ文化コ
ミッションで研究させてい
るので、来年度の予算関連
等で検討させていただきた
い。

対
応
中

間近に開催される東
京 2020 オ リ ン ピ ッ
ク・パラリンピック競
技 大 会 に つ い て 、 現
在、肥後おおづスポー
ツ文化コミッションで
は、パブリックビュー
イングの実施可能な条
件等ガイドラインにつ
いて調査・確認を行っ
ている。
今後、実施団体等と協
議を図りながら、会場
やPR・広報等サポート
体制を整えていくとこ
ろである。

商業観光課



③検討中の案件

年 月 質問要旨 答弁要旨 所管課

31 3

　大津町の町営住宅条例
には、入居の承継につい
て明確な基準がない。住
宅入居者から「役場から
親子の入居の引き継ぎは
できない」と言われ、途
方に暮れている人もい
る。
　入居者の居住権は、き
ちんと保障されるべきだ
と考える。法律にも条例
にも、規則にもない住宅
入居者の承継基準を明確
にわかりやすく制定すべ
きではないか。

　今後は親子間の承継、い
わゆる一等親の親族の承継
についてもできるように、
基準の見直しを行い、入居
承継の具体的な要綱等を作
成したい。

検
討
中

・令和元年５月２４日
現在

親子間の承継を認め
て い る 自 治 体 に お い
て 、 ど の よ う な 「 基
準」「運用」を行って
いるのかなど、情報収
集等行っているところ
である。
・令和元年８月２９日
現在

現在、収集した情報
（入居承継事由や承継
対象者等）について精
査中。
・令和元年１１月２８
日現在

年度内には要綱等策
定、運用開始予定であ
る。
・令和２年２月２１日
現在

年度内には要綱等を
策定、運用開始予定で
ある。

住民課

対応方針・進捗状況



元 6

　町がパートナーシップ
宣誓書受領証を発行する
ことで、差別や偏見をな
くすための土壌づくりが
進む。
　行政としての支援でき
る方策を積み重ねていく
べきである。

　パートナーシップ制度に
ついては、職員の公助がで
きた段階に内容を検討し、
つくっていきたい。

検
討
中

・職員が性的マイノリ
ティの方々への理解を深
め、窓口対応において合理
的配慮が出来るよう職員向
けマニュアルを完成し職員
へ周知した。１１月に正規
職員及び臨時・非常勤職員
を対象とした全職員研修を
実施。
・職員マニュアルについて
は、庁内部課等の人権学習
会などで継続して活用予
定。
・パートナーシップ宣誓制
度については、多様性を認
め合う社会づくりに向け将
来的に導入は検討してい
る。しかし、啓発する立場
の職員が、まず正しい認識
がなければ支障を来す恐れ
あり。当面、職員のスキル
アップを構築し、広く制度
への認知度を高めながら導
入していくべきと考えてい
る。
・町ホームページに職員向
けマニュアルを掲載予定。
併せて、広報（令和２年３
月号）にマニュアルから抜
粋した内容を掲載し、町民
への意識啓発を進めてい
く。

人権推進課



元 9

　新生児聴覚検査は、先
天性難聴の早期発見に有
効として国が推奨してい
るが、検査を受けるかど
うかは任意となってい
る。平均５，０００円ほ
どの検査費負担もあり、
新生児の２割が検査を受
けていない状況である。
国は全ての新生児の難聴
検査の実施に向けて、全
国の自治体に積極的な公
費助成を求めているが、
本町にはこの助成制度が
ない。早期に発見して適
切な療育を受ければ、言
葉の発達への影響を最小
限に抑えることができ
る。新生児の先天性聴覚
障がいを早期に発見し、
療育を推進するため、新
生児聴覚検査の重要性を
周知するとともに、検査
に対する費用の助成を行
うべきではないか。行政
として支援できる方策を
積み重ねていくべきであ
る。

　（難聴児の早期発見・早
期治療について）大津町独
自で実施できるようにやっ
ていきたいと考えている。

検
討
中

本年度中に開催予定
となっていた県の「新
生児聴覚検査に係る県
の推進協議会」が、次
年度へ延期となる旨の
連絡が県からあった。
現在、当事業を実施中
の市町村の委託医療機
関から「県内で料金を
統一して欲しい」との
要 望 が あ っ て い る た
め、県の協議会での協
議結果を踏まえ事業内
容を検討していくとと
もに、県外の自治体の
情報収集を行いながら
実施に向けた準備を進
めていく。

健康保険課

④検討の結果、対応しないこととした案件

該当なし


